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令和元年台風第 19 号被災者に係る薬務関係許可等手数料の減免について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記令和元年台風第19号被災者に係る薬務関係許可等手数料の減免に

ついて、長野県健康福祉部長より別添のとおり通知がありました。 

本県では、令和元年10月31日に策定された「令和元年台風第19号災害復旧・

復興方針」に基づき、別添「減免対象許可等一覧」に記載の法令等に係る許可

等手数料の減免を行うこととされ、これに係る事務手続きが別紙のとおり定め

られました。 

 つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、本件につきましては、本会ホームページ(トップページ>台風 19 号災害

情報)にも掲載しております。 
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